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え
る
」
と
の
財
政
フ
レ
ー
ム

を
一
部
見
直
し
た
も
の
で
、

病
院
団
体
を
は
じ
め
と
す
る

医
療
関
係
者
の
要
望
を
一
定

程
度
勘
案
し
た
表
現
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

一
方
、
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
向
け
下
記
の
４

本
柱
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

⑴
経
済
成
長
の
果
実
の
活
用

　
　

�

消
費
税
、
所
得
税
、
法

人
税
の
増
収
分
を
新
た

な
財
源
と
し
て
活
用
す

る
仕
組
み
の
構
築
。

⑵�

「
高
齢
化
の
伸
び
の
範
囲

内
に
抑
制
す
る
」
と
い
う

社
会
保
障
予
算
の
目
安
対

応
の
見
直
し

　
　

�

賃
金
上
昇
や
物
価
高
騰

の
下
で
の
逼
迫
し
た
経

営
状
況
等
に
対
応
し
得

る
よ
う
に
目
安
対
応
を

抜
本
的
に
改
め
た
。

⑶�

診
療
報
酬
に
つ
い
て
、
賃

金
・
物
価
の
上
昇
に
応
じ

た
公
定
価
格
等
へ
の
適
切

な
反
映

　
　

�

こ
の
ま
ま
で
は
人
手
不

足
に
拍
車
が
か
か
り
、

患
者
さ
ん
に
適
切
な
医

療
を
提
供
で
き
な
く
な

る
こ
と
か
ら
、
医
療
・

介
護
業
界
で
も
他
産
業

並
み
の
賃
上
げ
が
で
き

る
よ
う
、
賃
金
・
物
価

の
上
昇
に
応
じ
て
、
公

定
価
格
等
へ
適
切
な
反

映
を
行
う
。

⑷�

小
児
医
療
・
周
産
期
医
療

体
制
の
強
力
な
方
策
の
検

討

　
　

�

小
児
医
療
・
周
産
期
体

制
に
つ
い
て
は
、
救
急

医
療
が
中
心
で
あ
り
、

単
に
集
約
す
れ
ば
い
い

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

全
国
ど
こ
で
も
対
応
す

る
た
め
の
強
力
な
方
策

を
構
築
す
る
。

　

と
な
っ
て
お
り
「
骨
太
方

針
2
0
2
5
」
が
反
映
さ
れ

た
診
療
報
酬
改
定
が
期
待
さ

れ
ま
す
。
今
後
の
動
向
に
注

目
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

�

（
済
生
会
滋
賀
県
病
院
長
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の

確
保
の
た
め
の
方
向
性
」
を

2
0
2
5
年
中
に
ま
と
め
る

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

医
療
・
介
護
等
の
現
場
の

厳
し
い
現
状
や
税
収
等
を
含

め
た
財
政
の
状
況
を
踏
ま
え
、

「
保
険
料
負
担
の
抑
制
努
力

も
継
続
」
し
つ
つ
、
賃
上
げ

の
実
現
や
昨
今
の
物
価
上
昇

に
よ
る
影
響
等
に
つ
い
て
、

経
営
安
定
や
現
場
で
働
く
幅

広
い
職
種
の
賃
上
げ
に
確
実

に
つ
な
が
る
よ
う
的
確
な
対

応
を
行
う
と
な
っ
て
お
り
、

「
高
齢
化
に
よ
る
増
加
分
に

相
当
す
る
伸
び
」に「
経
済
・

物
価
動
向
等
を
踏
ま
え
た
対

応
に
相
当
す
る
増
加
分
」
を

加
算
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ

ま
で
の
「
社
会
保
障
関
係
費

の
増
加
を
高
齢
化
に
よ
る
増

加
分
に
相
当
す
る
伸
び
に
抑

　

令
和
７
年
度
を
迎
え
る
に

あ
た
り
一
言
ご
挨
拶
を
申
し

上
げ
ま
す
。

　

今
年
に
な
っ
て
病
院
経
営

は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
っ
て

き
て
お
り
ま
す
。
人
件
費
や

物
価
高
騰
等
の
中
、
会
員
各

位
の
病
院
で
も
ひ
し
ひ
し
と

実
感
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
存

じ
ま
す
。

　

そ
の
状
況
の
中
で
、
６
月

に
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革

の
基
本
方
針
2
0
2
5
︱

『
今
日
よ
り
明
日
は
よ
く
な

る
』
と
実
感
で
き
る
社
会
へ

︱
」（
骨
太
方
針
2
0
2
5
）

が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
医
師
会
や
病
院
協
会
等

の
要
望
を
盛
り
込
む
形
で
、

医
療
・
介
護
を
は
じ
め
と
す

る
社
会
保
障
の
予
算
に
つ
い

て
は
、「
高
齢
化
の
伸
び
」

に
加
え
て
、「
人
件
費
・
物

価
高
騰
」
や
「
病
院
経
営
安

定
」
な
ど
を
勘
案
し
た
増
額

を
行
う
方
針
が
明
示
さ
れ
た

の
は
、
僥
倖
と
い
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

要
点
は
下
記
の
と
お
り
で

す
。

　

１
）
社
会
保
障
関
係
費
予

算
、「
人
件
費
・
物
価
高
騰
」

や
「
病
院
経
営
安
定
」
な
ど

を
勘
案
し
た
増
額
を
行
う
。

2
）
医
療
・
介
護
職
員
な
ど

の
「
さ
ら
な
る
処
遇
改
善
」

を
強
力
に
進
め
る
。
３
）
社

会
保
障
制
度
改
革
で
は
、「
コ

ス
ト
カ
ッ
ト
型
か
ら
の
転

換
」
を
明
確
に
図
る
必
要
が

あ
る
。
４
）
新
地
域
医
療
構

想
・
医
師
偏
在
対
策
な
ど「
医

療
提
供
体
制
改
革
」
を
強
力

に
推
進
す
る
。
5
）
高
額
療

養
費
の
見
直
し
、
標
準
的
出

産
費
用
の
無
償
化
、
創
薬
力

強
化
な
ど
も
進
め
る
。
６
）

医
療
等
Ｄ
Ｘ
推
進
に
向
け

「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
を
基
本

と
す
る
仕
組
み
を
円
滑
導
入

す
る
。
７
）「
中
長
期
的
な

平
成
24
年
度
か
ら
13
年
間
絶

え
る
こ
と
な
く
行
な
っ
て
き

た
統
計
で
す
。
県
下
の
全
病

院
に
毎
年
聞
き
取
り
調
査
を

し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
滋

賀
医
大
独
自
の
デ
ー
タ
と
い

う
事
に
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
若
者
の
教
育
か
ら

順
に
見
て
い
き
ま
す
。
初
め

は
初
期
研
修
に
つ
い
て
で
す
。

平
成
30
年
か
ら
令
和
６
年
ま

に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
行
な
っ
て
集
計
し
た
も
の

で
す
。
医
局
に
対
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
は
年
に
2
回
行

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
、

で
の
７
年
間
の
初
期
研
修
医

の
平
均
は
34
・
5
人
／
年
で

す
。
こ
れ
は
滋
賀
県
で
初
期

研
修
を
行
う
人
数
の
１
／
３

か
ら
少
な
い
年
で
は
１
／
４

に
相
当
し
ま
す
。
初
期
研
修

　

特
定
機
能
病
院
の
任
務
は

複
数
あ
り
、
高
度
医
療
の
提

供
、
新
医
療
技
術
等
の
開
発

研
究
、
に
並
ん
で
、
医
療
人

の
育
成
（
教
育
に
相
当
）
が

あ
り
ま
す
。
で
は
、
地
域
医

療
に
貢
献
す
る
人
材
育
成
と

は
何
で
し
ょ
う
か
？
大
学
病

院
の
持
つ
、
あ
る
い
は
医
局

の
持
つ
教
育
機
能
と
は
ど
ん

な
も
の
で
し
ょ
う
か
？
今
年

度
の
統
合
報
告
書
を
書
く
に

あ
た
っ
て
、
大
学
病
院
の
持

つ
医
師
の
教
育
機
能
、
医
療

人
育
成
機
能
に
つ
い
て
再
考

し
て
み
ま
す
。
な
お
、
こ
こ

で
示
す
デ
ー
タ
は
、
本
学
が

集
計
し
た
も
の
で
、
各
医
局

の
分
野
で
は
、
滋
賀
県
の
持

つ
教
育
力
の
少
な
く
と
も
１

／
４
は
担
っ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
初
期
研
修
が
終

わ
っ
た
後
の
専
攻
医
教
育
に

い
と
み
る
か
、
少
な
い
と
見

る
か
は
立
場
に
よ
っ
て
違
う

と
思
い
ま
す
が
。「
ま
あ
ま

あ
の
数
字
」
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
教
育

の
結
果
、
医
局
か
ら
病
院
に

派
遣
し
て
い
る
医
師
数
は
、

令
和
６
年
秋
の
調
査
で
は
、

滋
賀
県
の
勤
務
医
１
８
３
１

人
の
う
ち
６
5
9
人
を
占
め

て
お
り
、お
よ
そ
１
／
３（
計

算
上
は
36
％
）
と
な
り
ま
す
。

滋
賀
医
大
医
局
出
身
者
、
京

大
医
局
出
身
者
、
京
都
府
立

医
局
出
身
者
で
そ
れ
ぞ
れ
分

け
合
っ
て
い
る
形
で
す
が
、

平
成
26
年
春
の
調
査
で
は
、

１
5
３
9
人
の
う
ち
４
８
9

人
（
32
％
）
で
す
の
で
、
こ

の
10
年
で
、
32
％
か
ら
36
％

へ
と
増
え
て
き
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
専
門
医
の
指

導
（
入
局
）
が
、
専
攻
医
の

約
50
％
で
す
の
で
、
今
後
は

勤
務
医
の
50
％
を
滋
賀
医
大

が
育
成
し
た
人
材
が
占
め
る

よ
う
に
、
緩
や
か
に
上
昇
す

る
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
で

は
、
指
導
的
な
立
場
の
人
材

育
成
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

役
職
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り

調
査
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。
2
0
2
４
年
秋
の
調
査

で
は
、
57
病
院
の
う
ち
滋
賀

医
大
医
局
出
身
者
が
病
院
長

ま
た
は
理
事
長
を
し
て
い
る

病
院
が
29
病
院
で
ほ
ぼ
半
数

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
副
病

関
し
て
は
、
同
じ
く
平
成
30

年
か
ら
令
和
６
年
ま
で
の
平

均
は
ち
ょ
う
ど
60
人
／
年
で

す
。
こ
れ
は
滋
賀
県
全
体
の

専
攻
医
の
お
よ
そ
半
分
に
あ

た
り
ま
す
。
こ
の
割
合
を
多

地
域
に
貢
献
す
る
人
材
育
成

滋
賀
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院
　
病
院
長
（
理
事
・
副
学
長
）

田
中　

俊
宏

（
滋
賀
県
病
院
協
会
理
事
）

令
和
７
年
度
に
向
け
て
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

一
般
社
団
法
人
　
滋
賀
県
病
院
協
会

会
長
　
三
木　

恒
治

滋
賀
県
健
康
医
療
福
祉
部

次
長
　
切
手　

俊
弘

令
和
７
年
度
に
寄
せ
て

　

令
和
７
年
度
一
般
社
団
法

人
滋
賀
県
病
院
協
会
通
常
総

会
の
開
催
に
あ
た
り
一
言
お

祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

病
院
協
会
の
皆
様
方
に
は
、

日
頃
よ
り
、
本
県
の
保
健
・

医
療
・
福
祉
行
政
に
格
別
の

御
支
援
と
御
協
力
を
賜
っ
て

お
り
ま
す
こ
と
に
、
深
く
感

謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
本
県
で
は
、
皆
様

の
ご
協
力
を
得
て
令
和
６
年

３
月
に
改
定
し
ま
し
た
保
健

医
療
計
画
に
基
づ
き
、「
誰

も
が
自
分
ら
し
く
幸
せ
を
感

じ
ら
れ
る
『
健
康
し
が
』
の

実
現
」
を
基
本
理
念
に
、
将

来
も
見
据
え
た「
医
療
福
祉
」

の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

地
域
医
療
に
お
け
る
様
々

な
課
題
や
人
口
減
少
・
高
齢

化
に
伴
う
医
療
ニ
ー
ズ
の

質
・
量
の
変
化
に
対
応
し
た

必
要
な
医
療
提
供
体
制
を
維

持
す
る
た
め
、
地
域
医
療
構

想
の
取
組
を
着
実
に
進
め
る

と
と
も
に
、
医
療
従
事
者
の

確
保
も
一
体
的
に
取
り
組
み

な
が
ら
、
計
画
を
推
進
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
9
月
28
日
か
ら
本

県
に
お
い
て
、
昭
和
56
年
以

来
と
な
る
「
わ
た
S
H
I
G

A
輝
く
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
」

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
は
、
ス

ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
健
康
増
進

の
一
環
と
し
て
、
ま
た
、
国

民
の
障
害
に
対
す
る
理
解
を

深
め
、
障
害
の
あ
る
方
の
社

会
参
加
の
推
進
に
寄
与
す
る

こ
と
等
を
目
的
に
開
催
さ
れ

ま
す
。

　

大
会
の
期
間
中
、
複
数
の

医
療
機
関
に
協
力
い
た
だ
き
、

選
手
や
観
客
の
皆
様
が
安
心

し
て
大
会
に
参
加
で
き
る
体

制
を
整
え
て
い
ま
す
。
大
会

運
営
に
は
、
地
域
の
医
師
や

看
護
師
、
救
急
医
療
の
専
門

家
が
協
力
し
、
健
康
管
理
や

緊
急
時
の
対
応
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、

安
全
か
つ
円
滑
な
大
会
の
実

現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
進

め
る
た
め
に
も
、
皆
様
方
の

御
理
解
と
御
協
力
が
不
可
欠

で
あ
り
ま
す
。
今
後
と
も
地

域
の
医
療
福
祉
連
携
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
だ
く
こ
と
を
御
期
待
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
本

県
の
地
域
医
療
の
安
定
確
保

と
、
保
健
医
療
の
一
層
の
向

上
に
引
き
続
き
御
尽
力
賜
り

ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、

一
般
社
団
法
人
滋
賀
県
病
院

協
会
の
益
々
の
御
発
展
と
、

本
日
御
出
席
の
皆
様
方
の
御

健
康
、
御
活
躍
を
祈
念
い
た

し
ま
す
と
と
も
に
、
本
県
行

政
に
よ
り
一
層
の
お
力
添
え

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
、
お
祝
い
の
言
葉
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

令
和
７
年
度　

一
般
社
団
法
人 

滋
賀
県
病
院
協
会
通
常
総
会

　
　
　
　

日
時
：
令
和
７
年
５
月
28
日
㈬
15
時
30
分
～

　
　
　
　

会
場
：
び
わ
湖
大
津
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル　

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
淡
海
２
階

議　
　

事

第
１
号
議
案

　

令
和
６
年
度
事
業
及
び
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

　
　

１　

事
業
報
告

　
　

2　

�

歳
入
歳
出
決
算
報
告
（
案
）

　
　
　
　

�

貸
借
対
照
表
（
案
）・
正
味
財
産
増
減
計
算
書

（
案
）・
財
産
目
録
（
案
）

　
　

３　

監
査
報
告

第
２
号
議
案

　

�

一
般
社
団
法
人
滋
賀
県
病
院
協
会
役
員
の
増
員
及
び�

辞
任
に
伴
う
補
充
役
員
の
選
任
に
つ
い
て

報
告

　

報
告
第
１
号　

�

令
和
７
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

　

報
告
第
２
号　

�

令
和
７
年
度
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て

院
長
な
ど
の
就
任
数
は
、

ち
ょ
う
ど
１
0
0
人
の
う
ち

56
人
で
す
。
ほ
ぼ
半
数
と
な

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
単

に
派
遣
機
能
を
行
っ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
指
導
的
な
立

場
の
人
材
の
育
成
を
し
て
い

る
事
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

滋
賀
医
大
は
昨
年
開
学
50

周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
私
は

教
授
16
年
、
そ
の
後
、
病
院

長
5
年
で
滋
賀
医
大
の
歴
史

の
50
年
の
う
ち
、
21
年
を
滋

賀
医
大
で
人
材
育
成
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。
結
果
、
滋
賀

医
大
は
滋
賀
県
の
医
療
人
人

材
育
成
に
貢
献
で
き
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
数
字
が
出
て

き
た
こ
と
を
、
嬉
し
く
思
っ

て
い
ま
す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

（1）　令和７年（２０２５年）７月１日 第　148　号滋賀県病院協会報



一般社団法人 滋賀県病院協会事務長部会役員名簿
（役員期間　自：令和７年５月28日～至：令和８年５月総会時まで）

役 職 名 所属病院名 所属病院役職名 氏　　名

部会長 済生会滋賀県病院 事務部長 籠谷　弘和

副部会長 地域医療機能推進機構
滋賀病院 事務部長 日下部仁志

副部会長 長浜赤十字病院 事務部長 髙山　國昭

委　員 琵琶湖病院 事務部長 我谷　茂樹

〃 水口病院 事務長 﨑山　明生

〃 友仁山崎病院 事務長 中岡　克宏

〃 セフィロト病院 事務部長 谷口　宏明

〃 日野記念病院 事務部長 福本　勝也

〃 ヴォーリズ記念病院 事務長 澤谷　久枝

〃 滋賀医科大学
医学部附属病院 事務局次長 伊野　哲也

〃 公立甲賀病院 特任院長補佐
事務部長 佐井　良昌

〃 大津赤十字病院 事務部長 飯田　　匡

〃 近江八幡市立
総合医療センター 事務部事務長 川端　啓司

〃 市立長浜病院 事務局長 森　　宏志

〃 市立大津市民病院 法人事務局長 押栗　雅則

〃 高島市民病院 事務部長 奥野　直久

〃 国立病院機構
東近江総合医療センター 事務部長 西田　浩二

〃 滋賀県立総合病院 事務局長 冨田　芳男

〃 滋賀八幡病院 事務部長 岡本　和夫

〃 彦根市立病院 事務局長 馬場　敬人

〃 琵琶湖大橋病院 法人本部長 米田　一仁

令和７年度
一般社団法人 滋賀県病院協会看護部長部会役員名簿

役職名 所属病院名 所属病院役職名 氏　　名

部会長 彦根市立病院 副院長
看護部長 上村千馨子

副部会長 マキノ病院 看護部
部長代行 野﨑　紀子

副部会長 淡海ふれあい病院 看護部長 堀池　昌子

委　員 打出病院 看護部長 松岡　志保

〃 滋賀医科大学
医学部附属病院

副病院長
看護部長 小寺　利美

〃 山田整形外科病院 看護部長 阿江由美子

〃 滋賀県立総合病院 副院長(兼)
看護部長 覀村　路子

〃 済生会守山市民病院 看護部長 吉村　　薫

〃 水口病院 看護部長 與那城隆幸

〃 公立甲賀病院 院長補佐
看護部長 古川　晶子

〃 近江八幡市立
総合医療センター

副院長
看護部長 𠮷永　典子

〃 ヴォーリズ記念病院 看護部長 村上　美香

〃 セフィロト病院 副院長
看護部長 呉竹　礼子

理
事
に
就
任
し
て

小
椋
　
英
司

　

こ
の
度
、
理
事
を
拝
命
し

ま
し
た
小
椋
で
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

病
院
協
会
に
は
公
立
、
公

的
、
私
立
な
ど
経
営
母
体
の

新
役
員
の
紹
介

監
事
に
就
任
し
て

森
谷
　
季
吉

　

こ
の
た
び
、
滋
賀
県
病
院

協
会
監
事
を
拝
命
い
た
し
ま

し
た
、
淡
海
医
療
セ
ン
タ
ー

病
院
長
の
森
谷
季
吉
と
申
し

ま
す
。
医
療
ニ
ー
ズ
の
高
度

化
・
複
雑
化
が
進
む
一
方
で
、

【
看
護
部
長
部
会
】

部
会
長
に
就
任
し
て

上
村
　
千
馨
子

副
部
会
長
に
就
任
し
て

堀
池
　
昌
子

副
部
会
長
に
就
任
し
て

野
﨑
　
紀
子

　

こ
の
度
、
看
護
部
長
部
会

の
部
会
長
に
就
任
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

2
0
４
0
年
に
向
け
て
、

医
療
を
取
り
巻
く
環
境
は
さ

ら
な
る
変
化
が
予
測
さ
れ
て

お
り
、
急
性
期
か
ら
在
宅
療

養
へ
と
つ
な
ぐ
入
退
院
支
援

は
ま
す
ま
す
注
目
視
さ
れ
、

切
れ
目
の
な
い
看
護
ケ
ア
が

と
て
も
重
要
に
な
り
ま
す
。

一
方
で
、
看
護
師
を
志
望
す

る
学
生
の
減
少
、
離
職
、
プ

　

こ
の
度
、
看
護
部
長
部
会

の
副
部
会
長
に
就
任
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

医
療
を
取
り
巻
く
環
境
は

年
々
と
厳
し
く
な
っ
て
き
て

い
る
事
を
肌
で
感
じ
て
お
り

ま
す
。
若
者
の
減
少
と
相

ま
っ
て
仕
事
観
の
変
化
か
ら

医
療
需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
て
き
て
お
り
ま

す
。
ど
う
し
て
い
っ
た
ら
よ

い
の
か
、
行
政
や
各
関
係
機

関
が
力
を
合
わ
せ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
看
護
部
長
部
会
で
も
、

県
下
の
看
護
管
理
者
の
意
見

を
引
き
出
し
、
様
々
な
課
題

解
決
に
向
け
尽
力
し
て
い
く

所
存
で
す
。
微
力
で
は
ご
ざ

い
ま
す
が
、
ご
指
導
ご
支
援

を
賜
り
ま
す
よ
う
何
卒
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

（
淡
海
ふ
れ
あ
い
病
院

�

看
護
部
長
）

　

こ
の
度
、
看
護
部
長
部
会

の
副
部
会
長
に
就
任
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

現
在
、
看
護
職
を
取
り
巻

く
環
境
は
年
々
変
化
し
、
多

様
化
・
複
雑
化
し
て
き
て
お

り
、
対
応
が
困
難
に
な
っ
て

き
て
い
る
現
状
に
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
看
護
職
員
不
足

に
よ
り
人
員
確
保
も
問
題
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
問
題
解

決
に
向
け
て
、
看
護
部
長
部

会
で
管
理
者
同
士
の
連
携
を

図
り
、
働
き
や
す
い
環
境
の

整
備
・
人
員
確
保
等
の
課
題

に
取
り
組
め
る
よ
う
、
ま
た

部
会
内
で
も
少
し
で
も
貢
献

で
き
る
よ
う
活
動
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

（
マ
キ
ノ
病
院

�

看
護
部
部
長
代
行
）

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　
受
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
受
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

（
令
和
７
年
５
月
14
日
㈬　

於
：
滋
賀
県
公
館
）

令
和
７
年
度
看
護
功
労
者
知
事
表
彰
受
賞

長
浜
赤
十
字
病
院

元
助
産
師

森　

み
ち
子 

氏

新
任
病
院
長
の
紹
介

（
令
和
７
年
４
月
１
日
付
け
）

社
会
医
療
法
人
誠
光
会
　
淡
海
医
療
セ
ン
タ
ー

病
院
長
　
森
谷　

季
吉 

氏

市
立
野
洲
病
院�

病
院
長
　
前
川　
　

聡 

氏

甲
賀
市
立
信
楽
中
央
病
院院

長
　
北
川　

貢
嗣 

氏

医
療
法
人
社
団
昴
会
　
湖
東
記
念
病
院

院
長
　
馬
渕　
　

博 

氏

市
立
長
浜
病
院

看
護
局
長

𠮷
川　

敬
子 

氏

彦
根
市
立
病
院

副
院
長
　
看
護
部
長

上
村　

千
馨
子 

氏

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

違
い
や
、
大
中
小
病
院
と

い
っ
た
規
模
の
違
い
な
ど

様
々
な
背
景
を
も
っ
た
病
院

が
加
盟
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
各
々
に
は
そ
の
個
別
の
強

み
や
弱
点
も
存
在
す
る
事
か

ら
、
経
営
改
善
の
課
題
も
千

差
万
別
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
医
療
が
診
療
報
酬
を

始
め
、
国
の
政
策
の
中
で
運

営
さ
れ
る
事
か
ら
県
内
の
病

院
が
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
情
報

を
共
有
し
、
各
自
病
院
の
今

後
の
方
向
性
を
確
認
し
、
国

人
材
確
保
の
困
難
、
働
き
方

改
革
へ
の
対
応
、
病
院
経
営

の
持
続
可
能
性
な
ど
、
医
療

を
取
り
巻
く
課
題
は
ま
す
ま

す
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
昨
年
末
に
は
、
新
た
な

地
域
医
療
構
想
が
示
さ
れ
、

病
床
機
能
の
再
編
に
加
え

て
、
外
来
・
在
宅
・
介
護
と

の
連
携
を
強
化
し
、
地
域
の

実
情
に
即
し
た
“
医
療
提
供

体
制
の
全
体
設
計
図
”
へ
の

転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

一般社団法人 滋賀県病院協会　役員名簿
（役員期間　自：令和７年５月28日～至：令和８年５月総会時まで）

役職名 所属病院名 氏　名

会　長 済生会滋賀県病院長 三木　恒治

副会長 地域医療機能推進機構
滋賀病院長 来見　良誠

副会長 長浜赤十字病院長 楠井　　隆

理　事 琵琶湖病院長 石田　展弥

〃 水口病院長 青木　治亮

〃 友仁山崎病院長 髙橋　雅士

〃 セフィロト病院長 松岡　俊樹

〃 日野記念病院長 仲　　成幸

〃 ヴォーリズ記念病院長 五月女隆男

〃 滋賀医科大学
医学部附属病院長 田中　俊宏

〃 公立甲賀病院長 辻川　知之

〃 大津赤十字病院長 小川　　修

〃 近江八幡市立
総合医療センター病院長 白山　武司

〃 市立長浜病院長 髙折　恭一

〃 市立大津市民病院長 日野　明彦

〃 高島市民病院長 武田　佳久

〃 国立病院機構
東近江総合医療センター病院長 野﨑　和彦

〃 滋賀県立総合病院長 足立　壯一

〃 滋賀八幡病院長 濱名　　優

〃 彦根市立病院長 中野　　顯

〃 琵琶湖大橋病院長 小椋　英司

監　事 豊郷病院長 難波江正浩

〃 淡海医療センター病院長 森谷　季吉

外部監事 田中正志公認会計士事務所　
公認会計士 田中　正志

や
県
に
対
し
て
ベ
ク
ト
ル
を

一
つ
に
し
て
我
々
の
主
張
を

行
っ
て
い
く
事
が
肝
要
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
私
も
病
院

協
会
の
理
事
の
一
人
と
し
て

県
内
病
院
の
少
し
で
も
お
役

に
立
て
る
よ
う
汗
を
流
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

（
琵
琶
湖
大
橋
病
院
長
）

す
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
変

革
期
に
あ
た
り
、
微
力
で
は

ご
ざ
い
ま
す
が
、
滋
賀
県
病

院
協
会
の
一
員
と
し
て
皆
様

と
力
を
合
わ
せ
、
地
域
医
療

の
質
の
向
上
と
持
続
可
能
な

体
制
づ
く
り
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。
皆
様
方
の
ご
指
導

の
ほ
ど
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
淡
海
医
療
セ
ン
タ
ー

�

病
院
長
）

ラ
チ
ナ
ナ
ー
ス
の
活
用
な
ど

看
護
師
の
人
材
確
保
・
定
着

は
、
将
来
的
な
ニ
ー
ズ
に
対

し
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

本
会
の
活
動
を
通
し
て
こ

れ
ら
の
課
題
に
向
き
あ
い
、

滋
賀
の
看
護
力
向
上
に
貢
献

で
き
る
よ
う
、
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
彦
根
市
立
病
院

�

副
院
長　

看
護
部
長
）

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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